
徳島県地域防災計画（修正案）の主なもの

災害対策基本法に基づき、本県の災害応急対策等について対処すべき事項を定めた計画であり、県防災会議で決定

主な修正項目

その他、最近の施策の進展等に伴う修正

〈断水対策〉

○避難所QOLの向上
・TKBの迅速な確保
・小中学校等体育館への空調設備の整備

○物資等の備蓄体制の強化
・「とくしま備蓄モデル」の構築
・スターリンクやWOTA等の配備及び相互応援体制の構築
・分散備蓄の推進
・備蓄状況の公表

〈要配慮者支援の強化〉

〈救助救出対策の強化〉

○民間事業者と連携した安否不明者等の情報受付体制の構築
○救助救出等を担う消防団の機能強化

〈林野火災対策の強化〉（令和7年8月 板野町林野火災）

○「林野火災アラート」による県民への注意喚起

○広域避難体制の検討
・1.5次及び2次避難所の開設・運営

○保健医療福祉支援体制の強化
・災害派遣福祉チーム（DWAT）による福祉支援
・専門サポートチームによる「個別避難計画」作成の推進

〈孤立対策の推進〉

○地域全体の孤立を想定した計画策定及び訓練の実施
○ドローンやライブカメラを活用した情報収集の実施
○ドローンによる救援物資、医薬品等の輸送

〈被災家屋の解体・撤去〉

○「市町村向け公費解体マニュアル」の作成

〈被災者支援の強化〉

○災害中間支援組織「徳島被災者支援プラットフォーム」設立
及び支援NPO等事前登録制度の創設等連携強化

○災害ケースマネジメントの実施体制の構築

○安否確認アプリの無償提供
○企業防災士養成研修の開設

〈県災害対策本部の災害対応力の強化〉

○「徳島県防災訓練大綱」に基づく頻回訓練の実施
○県災害時情報共有システムの刷新

〈災害医療体制の強化〉

○「徳島ローカルDMAT」の創設
○医療MaaSを活用したDMATの機動力強化
○災害医療支援船を活用した医療救護活動

「令和６年能登半島地震」をはじめとする近年の災害の教訓や最近の施策の進展等に伴い、
必要な修正や追加を行う。

令和6年能登半島地震をはじめ近年の災害を踏まえた修正

○防災井戸の整備・登録の推進

〈応急教育実施体制の確保〉

○集団避難を含む応急教育の実施

〈被災者支援の強化〉

〈広域応援・受援体制の整備〉

○「徳島県庁・受援計画」に基づく体制強化
○鳥取県、新潟市及び石川県との連携強化

〈臨時情報への対応〉（令和6年8月 日向灘を震源とする地震）

○市町村における対応方針の策定促進

〈企業防災の推進〉
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